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総合相談支援業務

行政機関、保健所、医療機関、

児童相談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス

ヘルスサービス

虐待防止

ボランティア

民生委員

介護相談員

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

・「地域ケア会議」等を通じた自立支
援型ケアマネジメントの支援

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談

・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

地域包括支援センターについて

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を
配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包
括的に支援することを目的とする施設。（介護保険法第115条の46第１項）

介護予防ケアマネジメント
（第一号介護予防支援事業）

障害サービス相談

介護離職防止相談

生活困窮者自立支援相談

主任ケア
マネジャー等

保健師等

社会福祉士等

チームアプローチ

全国で5,351か所
（ブランチ等を含め7,386か所）
※令和３年４月末現在
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ。

要支援・要介護状態になる可能性
のある方に対する介護予防ケアプ
ランの作成など
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ケアマネジメント実施体制

対象者 要支援者等（※１） 要介護者

ケアマネジメントの実施主体（※２） 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所

ケアマネジメントの類型

給付のみ利用する場合 保険給付

（介護予防支援）

（※３、※４）

保険給付

（居宅介護支援）

給付と事業併用する場合

事業のみ利用する場合
総合事業による実施

（介護予防ケアマネジメント）

※１要支援者及び基本チェックリストに該当した総合事業対象者。
※２介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特
定施設入居者生活介護に関しては、その施設等に従事する介護支援専門員等がケアプラン作成を実施。

※３地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として実施
※４介護予防支援、介護予防ケアマネジメントについては、居宅介護支援事業所に委託も可
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○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市
町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業
① 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務
※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお

いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。

【事業費の上限】

① 介護予防・日常生活支援総合事業

○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 包括的支援事業・任意事業

○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、

その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

１号
２３％

２号
２７％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．２５％

都道府県

１９．２５％

国
３８.５％

地域支援事業の概要 令和４年度予算額 公費3,856億円、国費1,928億円

1,935億円 （967億円）

1,921億円 （960億円）

うちイ、社会保障充実分
534億円 （267億円）

（財源構成の割合は第７期以降の割合）
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介護保険制度の見直しに関する意見
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）（抄）

Ⅰ 介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）

４．地域包括支援センター

〇 地域包括支援センターについて、今後求められる機能や業務、体制の在り方等について、議論を行った。

〇 地域包括支援センターについて、今後の高齢化の進展等に伴って増加するニーズに適切に対応する観点か

ら、機能や体制の強化を図ることが必要である。

〇 地域包括支援センターの取組を適切に評価し、適切な人員体制の確保を促す観点から、財源の確保も含め、

市町村が保険者として地域包括支援センターの運営に適切に関与することが必要である。

〇 地域のつながり機能の強化という観点から、居宅介護支援事業所や介護施設など、地域の既存の社会資源

と効果的に連携して、地域における相談支援の機能を強化していくことが必要である。

〇 業務負担が大きいとされる介護予防ケアマネジメント業務について、要支援者等に対する適切なケアマネ

ジメントを実現する観点から、外部委託は認めつつ、引き続き地域包括支援センターが担うことが必要であ

る。外部委託を行いやすい環境の整備を進めることが重要である。介護報酬上の対応についても検討が必要

である。なお、居宅介護支援事業所が介護予防ケアマネジメント業務を担うべきとの意見もあった。

〇 地域包括支援センターの積極的な体制強化等を行う市町村について、保険者機能強化推進交付金等により

その取組を後押しすることが重要である。
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